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概要

投票の平等価値を実現するためには，選挙制度の設計とともに議員定数配分問題
と制度によっては区割画定問題を解く必要がある．政治的見地から，区割画定問題
では最適解の求解が必須となる．日本においてはこの問題の厳密解導出が可能とな
り，さまざまな知見が得られている．本研究では，都道府県を越えた選挙区を限定的
に作成した場合，一票の最大格差がどの程度改善されるのかを，最適化の限界値導
出を用いて分析する．また，人口変動に対する区割の頑健性について評価し，人口
頑健な選挙区の求め方と使い方について言及する．さいごに，本研究およびこれま
で得られている知見から，格差を縮小するには小選挙区をどのように作成してぃく
べきかについて述べる．

1 はじめに

1994年に衆議院議員選挙で小選挙区制が導入されて以降，選挙が実施される度
に，一票の価値に関する訴訟がおこされている．一方，区割りの見直しは，国勢調
査にあわせて設定されている．2012年 12月 16日衆院選に対する選挙無効請求訴訟
では高裁の殆どが「違憲」判決を出し，2009年 8月 $3O$ 日衆院選選挙無効訴訟に対す
る判決で既に「違憲状態」を出している最高裁 (2011年 3月 23日，[25,26]) も，今
回は「違憲」判決を出すことが予想された．しかしながら，衆議院議員選挙区画定
審議会 (以下「審議会」) が 2O13年 3月 28日に「0増 5減」案 (1.998倍) を勧告
し，6月 24日に可決されたこともあって力 $\searrow$ 2013年 11月 20日の判決 [27, 28] では，
またもや「違憲状態」に留まり，従来通り選挙無効請求も退けた．
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ただし，今回の区割改定案は，審議会も言及しているとおり緊急避難的なもので
あり，格差を 2倍未満にすることだけを目標に，最初に全国下限選挙区 (鳥取県新 2

区 $)$ を設定し，その 2倍の数値を超える選挙区を対象として改定したに留まってい
る．東日本大震災 (2011年 3月 11日) という未曾有の災害の影響で，見直し議論が
中断していたということを考慮しても，1年以上の準備期間があった中では不十分な
案である．
小選挙区制が導入された 1994年以降，2013年までの全ての衆議院議員選挙にお

いて，一票の格差を巡って選挙無効請求訴訟が起こされている．各選挙時点での最
大格差，最高裁判決の歴史を関連事項とともに表 1.1に示す．

表 1.1: 衆議院議員選挙，一票の最大格差，最高裁判決の歴史
最大格差 最高裁判決

1996年衆院 (1996/1/20) 2.309倍合憲
2000年衆院選 (2000/6/25) 2.471倍 合憲

$-$ ( $2000$年国勢調査)

$-$ (2002年区割改定) 2.064倍
2005年衆院選 (2005/9/11) 2.171倍合憲

$-$ ( $2005$ 年 国勢調査)

$-$ ( $2006$年区割見直し議論 $arrow$ 結論: 変更せず)

2009年衆院選 (2009/8/30) 2.310倍 違憲状態
高裁 [違憲 4/違憲状態 3/合憲 3]

– (2010年 国勢調査)

$-$ ( $2011$ 年 区割見直し議論 $arrow$ 東日本大震災により中断)

2012年衆院選 (2012/12/16) 2.428倍 違憲状態
高裁 [違憲 12/違憲状態 2/合憲 $0$]

$-$ (2013年 区割改定) 1.998倍

選挙区割画定に関係する法律としては，まず「一票の格差問題」で憲法違反かど
うかが問われる，日本国憲法第 14条 1項 (法の下の平等) がある．区割画定をする
上では，憲法第 43条 2項 (両議員の議員定数), 第 46条 (参議院の任期と半数改

選 $)$ , 第 47条 (選挙区の決め方) がある．さらに第 47条を受けて，公職選挙法第 13
条 (衆議院の選挙区), 第 14条 (参議院の選挙区), 別表 1(衆議院小選挙区), 別
表 2(衆議院比例区), 別表 3(参議院選挙区) となる．また，勧告案をだす審議会
に関して，衆議院議員選挙区画定審議会設置法などがある．
そして，審議会は「区割りの改定案の作成方針 [23,24]」をつくり，内閣総理大

臣に対して区割り案の勧告を行 $\iota\backslash$ , それに基づき内閣が法案を提出して国会で審議
可決される，という流れとなる．作業は，総議席 (1994～2012年まで 300議席，今
後 295議席) を 47都道府県にわりふる「議員定数配分」を行い，その後，都道府県
毎に「区割画定」がなされる．
さて，日本の国政選挙制度では，選挙前の準備時 (区割改定作業時) と選挙実施
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時に「議席配分問題」と「区割画定問題」に答える必要があるが，まとめると表 1.2
となる 1.

表中の「当選確定問題」とは，選挙実施後の票集計結果をもとに，獲得議席数の
比率に従って各党へ議席を配分する (即ち，議員定数配分問題を解く) 問題をさす．
従って，衆議院小選挙区の区割画定問題以外は，全て議席配分問題である．
議席配分に関しては，様々な手法が提案され分析されてぃる (cf. [1, 31, 32, 51]).

区割画定問題をモデル化する方法は複数考えられ，集合分割問題としての定式化に
代表されるように，最適解を求める問題としては $NP$ 困難である．諸外国や日本の
先行研究で，発見的解法による方法が多数提案されている (cf. [2,3,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,15,20,33,37,38] $)$ が，国が違うと問題が異なり，日本では集合
分割全域森などの問題のモデル化・定式化を示すものだけだった．政治的見地か
ら日本全国の厳密解導出が必須である (cf. [34, 35]) との指摘があり，根本・堀田に
よりはじめて全国の厳密解が求められ [40,41], それを用いた様々な知見が得られた
(cf. [42, 43, 44, 45, 46]).

2010年国勢調査人口 (速報値), 2011年 3月末時点の行政界をデータとして，300
議席の議席配分区割画定ともに最適化問題として定式化し，審議会の定める作成
方針 [23] にもとつく制約のもとで，最大格差最小を目的として解くと，一票の最大
格差は，議席配分時の下限として 1.600倍，最適区割画定後最終的に 1.931倍となる
[47]. 議席数が 295の場合は，それぞれ 1.621倍，1.931倍となり，最終的な格差は
変わらない．

区割画定問題においては，格差拡大を防ぐために，例外規定を満たす場合のみ市
区郡分割が行われるが，市区郡分割をなるべく避けるためには，議席配分時の格差
下限を下げておく方が望ましい．議席配分問題に対しては 2OO年以上の歴史があり，
様々な手法が提案され分析されてきた (cf. [1, 31, 32, 51, 50]). しかし，定性的な
分析が主で，具体的な事例に適用する場合には，特に，投票価値の平等性が最重要
事項であるとされる日本の国政選挙などについては，定量的に最小下限を達成する
手法を採用することが望ましい．
議席配分問題について，代表的な議席配分法 (剰余法 1つ，除数法 5つ) にょる

議席配分で一人別枠方式を使った場合と使わない場合，2O13年 3月 23日勧告の「0
増 5減」案，及び最小下限を達成する最適化手法を用いた結果を表 1.3に示す．人口
はすべて 2010年国勢調査速報値による．

1現在の衆議院議席数は，総議席数 475, 小選挙区議席数 295. 参議院は 3年ごと半数改選なので，1回
の選挙における議席数は表 1.2括弧内の数値となる

81



表 1.3: 議席配分後の一票の最大格差下限，295議席

表の数値は，47都道府県に議席配分し，一選挙区当たり平均人口を計算して，そ
の最大値と最小値，及びその比を求めたものである．各記号は手法名である 2. これ
らの数値は，この後行う区割画定で最終的に決まる一票の最大格差の下限となる．
表中 $[1+]$ のついた手法は，まず「一人別枠方式」 を実施するということで，人口

比例とは関係なく 47都道府県に 1議席配り，残りの議席を各手法で配分することを
意味する．$[1+LRM]$ は 2013年の公職選挙法改正がなかったとしたら (従来と同様の
方法として) 衆議院小選挙区で採用されたであろう手法である．一人別枠方式は，最
高裁の判決文中で一票の格差の最大要因と指摘されているものである [25,26,27,28].
ただし，最高裁のこの指摘は誤りである (cf. [44, 45])
最適解が 2つある (opt$R$ , opt$D$ ) のは，制約として割当分特性を課す場合 (opt$R$)

と課さない場合 (opt$D$ ) である．「割当分特性を満たす」 とは，例えば，ある県で [総
議席] $*$ [県人口]/[全国人口] $=3.4192\ldots$ なら，その県の配分議席は 3か 4のどちらかに
なることを意味する．「割当分特性を満たさない」 手法は，配分結果がこの条件を満
たす保証がない，ということであり，先の例では，配分議席が 2とか 5とかそれ以外
になりうる，ということである．従来法で満たすのは剰余法 $(LRM, 1+LRM)$ だけ
で，除数法は満たさない．ただし，除数法の中でも両極端な $LD,$ $SD$ を除き，295議
席 47都道府県 2010年国勢調査人口 (速報値) の場合，AMD, GMD, HMD では満
たさない都道府県はない．
なお，定性的には他より良い性質を多く持つ AMD を採用すべきという意見もあ

る (cf. [1, 50]) が，国議会毎に採用している手法は様々である (cf. [30, 39, 49]).
[0増 5減] は緊急避難的な案であるため，定数配分のやり方は，2000年国勢調査

で [ $1+$LRM] で配分した値を基に，5県について各 1議席減じただけである．そのた
め，神奈川県と大阪府の間で逆転現象があるなど，人口比例配分になっていない 3.

2LRM $=$ Largest Remainders Method, 最大剰余法，Hamilton 法，Vinton 法，
$LD=$ LargestDivisor method, 最大除数法，切り捨て法，Jefferson 法，d’Hondt 法
AMD $=$ Arithmethic Mean Divisor method, 算術平均法，四捨五入法，Webster 法，$Sainte-Lag\ddot{u}e$ 法
GMD $=$ Geometric Mean Divisor method, 幾何平均法，Hill 法，Huntington 法
HMD $=$ Harmonic Mean Divisor method, 調和平均法，Dean 法
$SD$ $=$ Smallest Divisor method, 最小除数法，切り上げ法，Adams 法

32000年人口では大阪府 8, 804, $806>8,489,932$神奈川県であり，これにもとづき議席配分された．2010
年人口で大阪府 8, 862, $896<9,049,500$神奈川県と逆転したが，配分議席は変更されず大阪府 $19>18$ 神
奈川県のままとされた
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2 合県モデル
審議会の新作成方針 [24] でも基準となってぃるように，格差を 2倍未満に収める

ために，鳥取県へ何議席配分するかを気にすることが多いようである．つまり，
票の格差を改善するには，鳥取県への配分議席を気にする必要がある，と考えてい
る人が多くいるということである．例えば，現在の日本の都道府県毎人口分布から，
全国への議席配分の際，鳥取県のみ島根県と合併させて 1つにし 45都道府県 $+1$ 合
県 [鳥取 $+$島根] に議席配分させよう，という案がある．
この認識は正しいだろうか？47都道府県のうち 1か所だけ合併させて格差改善を

はかる場合，その対象が鳥取 $+$島根であるのかは明らかではない．よって，本研究で
はどこが最も効果が高いのかを最適化モデルで計算する．

300議席を 47都道府県へ最適化による議席配分を行った場合，1.600倍 (最大
470,631, 最小 294,209) となる 4. これに対し，300議席を 45都道府県 $+$ 1合併へ，
最適化による議席配分を行う．陸地で隣接している都道府県を合併させる場合，対
象となる組み合わせは 86におよぶ．最適化計算で求めた結果が表 2.1である．4つ
の組み合わせで，1.416倍となる議席配分を得ることができる．

表 2.1: 45都道府県 $+$ 1合併への最適議席配分時格差

合併すると，合併前の最適議席数の合計より 1小さい議席配分となる場合が殆ど
となった．例えば，「鳥取 $+$島根」 の場合，単独では各 2議席配分されるが，合併後は

4割当分特性を満たす場合．満たさな場合は 1.583倍．また，295議席の場合は 1.621倍 (表 1.3)
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3議席となる．その場合は，1議席増える県が出るが，全て静岡県である．議席増と
なる静岡県は，最適化配分議席で一選挙区平均人口が最大，すなわち一票の平均価値
が最も低い県である．一選挙区平均人口が最小の鳥取県を隣接県と合併させ，最大
の静岡県の配分議席を 1増して全体の都道府県平均の差を小さくして，最大格差を
縮小していることになる．合併対象として静岡県が選ばれた場合 (表 2.1で「長野 $+$

静岡」 と「山梨 $+$静岡」) のみ，合併前後で議席数は変わらない．
鳥取県への着眼点は正しかったことが確認されたが，合併相手は隣接 4県いずれ

でも構わないことがわかり，島根県にこだわる理由はない．格差は 1.6倍から 0.2 ポ
イントも下がり，効果が高いことがわかる．また，合併させる県を鳥取以外にする
と，1.598倍で，合併させない場合の 1.600倍とほとんど変わらず効果がないことが
わかる．

鳥取 $+$島根合併について，区割り画定問題を解きなおすと，表 2.2, 図 2.1の結果
を得る．

表 2.2: 最適解 : 鳥取，島根，鳥取 $+$島根

また，このとき全国一票の格差は 1.931倍が 1.822倍に改善される．ちなみに，市
区郡分割規則を変更すれば (具体的には，全国平均からの上下限分割基準値を狭め
ていけば), 変更の度合いにより 1.416倍に近づけていくことができる．ただし，近
づける程，分割しなければならない市区郡が大幅に増大するので，バランス感覚が
大事である．そのためには，解列挙が必須となる．
いずれにせよ，議席配分の際には，格差下限値を限界まで最小にしておくことが

肝要である．従って，議席配分に関しては従来法ではなく，最大格差の限界値を導出
する最適化を用いるのが良い．

3 人 $\square$頑健性
ひとたび選挙区が画定されると，5 $\sim$ 10年は同じ選挙区が使われる．また，候補

者の選挙活動や有権者の投票行動，選挙管理委員会の管理業務や管理コストを考え
ると，一度決めた選挙区はなるべく長く使うことが望まれる．しかしながら，一票
の格差は人口動態によってそれなりの影響を受け，格差は拡大していくことが多い
(2000～2010年の人口変動に対する格差への影響は [45] を参照).

表 3.1は神奈川県を例に，2010年時点の最適区割に対して，人口変動によって格
差がどのように変化しそうかを示した表である．2015年～2040年の人口推計値は，
国立社会保障人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口 [29]」による．
最大最小人口をもつ選挙区も，人口動態変化とともに変わっていく可能性があ

ることに注意されたい．表 3.1から，最初の 10年間で 0.098 ポイント悪化する．20
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図 2.1: 最適解 : 鳥取，島根，鳥取 $+$島根

年後には 0.248 ポイント，30年後に 0.421 ポイント格差が拡大し，1.673倍まで広が
ることが分かる．2010年時点では最適でも 30年間使い続ければ，格差はかくも増大
する．

以上より，長く使いたいのであれば，2010年時点では最適で無くても良いから，
なるべく格差変動が小さくて済む選挙区を採用することが望まれる．そこで，最適区
割を可能な限り列挙し，人口変動に対して頑健な選挙区とそうでない選挙区を見極
めるとよい．神奈川県の最適区割を第 4最適解まで 57個列挙すると，表 3.2となる．

これらの第 $1\sim 4$最適解それぞれに対し，人口推計値にょる変動をあてはめると，
図 3.1の結果が得られる．
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表 3.2: 神奈川県の最適区割列挙

$m\backslash \infty*, -\infty\sim -*1 -\infty z -\infty -R-r\infty$

$– \infty\infty\mapsto \backslash \cdots r\cdot\cdot\sim m$

–
2005確定 2010速報 2015予測 2020予測 2025予測 2030予測 2O35予測 2040予測

図 3.1: 第 1 $\sim$ 4最適解 57個の人口頑健性比較

2010年人口～2040年人口推計値の 30年間で，格差変動が最も小さいのは，第 4
最適解のうちの 5つであり (図中の破線囲み), その差は 0.303 ポイントである．こ
れらの解は，2020年までの 10年間では 0.073 ポイントの悪化，2030年までの 20年
間では 0.234 ポイントの悪化となった (表 3.3).

30年間区割を変更しない (この間選挙制度も変わらないことになる) とこの程度
の変動が見込まれることが分かり，あまり長期間同じ区割を使い続けるというのは
望ましくないことがわかる．ただし，この結果は長期間に渡る人口推計値の精度に
依存するので注意が必要である．
また，最適区割を列挙することで，10年間程度なら人口変動に対して頑健な区割

を見つけることが出来ることも分かる．それ以上長く使うのは，投票価値の平等と
いう点から望ましくない．国勢調査にあわせて 5 $\sim$ 10年ごとに区割を見直すという
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現行の手続きは，理にかなっていると言える．

4 まとめと提言
最高裁は，選挙無効請求事件の判決文 [25,26,27,28] にあるとおり，「憲法は投

票価値の平等を要求している」と解釈している．ただし，同時に「投票価値の平等
は，選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく，国会に広範な裁量が認めら
れる」，すなわち「それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮すること
が許容されているものと解される」とも述べている．
よって，「市町村その他の行政区画などを基本的な単位として，地域の面積，人口

密度，住民構成，交通事情，地理的状況などの諸要素を考慮しつつ，国政遂行のた
めの民意の的確な反映を実現するとともに，投票価値の平等を確保するという要請
との調和を図ること」が求められるとする．憲法違反かどうかの判断は，「これら裁
量権を考慮しても限界を超えていて，是認できない」かどうかによることが，昭和
49年の最高裁大法廷判決以降，平成 25年判決まで「変更する必要は認められない」
判断基準としている．
「市町村その他の行政区画」を基本単位 (審議会の方針では市区郡が単位) とす

るという言葉が，県を越えることを許容するかどうか曖昧だが，越えないとした場
合，最適議席配分より格差下限の限界が 1.6倍程度，1合県しても 1.4倍程度の格差
は許容することになる．よって様々折り合いを付けるのであれば，これまでの知見
から最終的にできあがる区割りの最大格差は 1.7 $\sim$ 1.8倍程度で妥協するのが現実的
なような気がする．

ところで，日本の国政選挙は衆議院・参議院共に 2つの選挙制度を使ってぃる．
したがって，「一票の価値」の一票が何かは実は判然としない．衆議院に国民は 2票
持っており，参議院については 3年ごとに半数改選なので，全議員を揃える為に国民
は 4票もっていることになる．選挙無効請求訴訟で問ゎれるのは，衆議院では小選
挙区，参議院では選挙区につぃて限定であり，仮にこれらがそれぞれ 1倍に近くなり
格差が解消されたとしても，一票の価値が平等になるのかどうか実はゎからない．
日本の政治をよくするためにではなく，おそらく，政党・政治家の都合で 2つの

選挙制度が併用されているのであろうが，そのため，「小選挙区制は 2大政党制にな
りやすい」とか，「比例代表制は死票を減らせる」など，よく言ゎれるそれぞれの制
度のメリットが全く享受できてぃない．それらの特徴を活かして日本の政治に反映
させたいのであれば，まずは両議院とも 1つの選挙制度にすべきである．
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小選挙区制の場合，選挙区の作り方は次のようにするのがよい．最高裁が言及す
るように，数ある考慮項目の中で投票の平等性を最も重視するのだから，47都道府
県への議席配分時には，格差最小が保証される最適化による議席配分を用いるべき
である．区割画定の際は，全国平均からの上下限を重視し，都道府県ごとの上下限
はそれに準じるよう設定すべきである．すなわち，全国一選挙区平均人口と比較し
て，一選挙区平均人口が小さい都道府県 (一票の価値平均が相対的に高い都道府県)

や大きい都道府県 (一票の価値平均が相対的に低い都道府県) は，その程度に応じ
て県内作成時上下限範囲を狭めるべきである．これにより，議席配分時の格差下限
に近い格差となる．ただし，基本単位である市区郡を分割するかどうかとのバラン
スも大事である．
また，最大格差を決める上下限以外の内側の人口を持つ選挙区は，上下限が確定

した後で，平均からの乖離最小や，下限からの最大値最小を目的として解き直せば，
個々の選挙区の格差を縮小することにつながる．該当する選挙区を列挙し，その他
の制約を考慮しながら，バランスの良い選挙区を採用するとよい．
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